
機密性１

公告 令和7年1月20日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年1月28日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

　－

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

国立研究開発法人国立環境研究所法 人 名

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

案 件 番 号

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

契 約 の 件 名 及 び 数 量

契 約 締 結 日

公 開 見 積 競 争 経 緯

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

特例随意契約事案フォローアップ票

株式会社紀伊国屋書店　水戸営業所

令和7年度 論文評価指標｢Altmetric｣の検索およびｴｺﾁﾙ調査 ﾎｰﾑﾍﾟｰ
ｼﾞ上へのｽｺｱ掲載ﾗｲｾﾝｽ

令和7年4月1日

1

公開見積競争（一者見積）

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

契約監視委員会のコメント等



機密性１

公告 令和7年1月21日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年1月28日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度BIOVIA COSMOlogic製品年間保守業務

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 2

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社モルシス

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契約監視委員会のコメント等

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年1月21日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年1月28日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

公 開 見 積 競 争 経 緯

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

チェック内容

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

契約監視委員会のコメント等

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

令和7年度検疫用核酸精製システムEZ1およびEZ2保守業務　一式

令和7年4月1日

理科研株式会社つくば支店

公開見積競争（一者見積）

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 3

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

契 約 の 件 名 及 び 数 量

契 約 締 結 日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等



機密性１

公告 令和7年2月10日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年2月18日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

国立研究開発法人国立環境研究所

4

公開見積競争（一者見積）

令和7年度トリプル四重極質量分析装置保守業務

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名

案 件 番 号

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

契 約 の 件 名 及 び 数 量

チェック内容

令和7年4月1日契 約 締 結 日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 太陽計測株式会社

公 開 見 積 競 争 経 緯



機密性１

公告 令和7年2月12日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年2月19日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

特例随意契約事案フォローアップ票

チェック内容

国立研究開発法人国立環境研究所

令和7年4月1日

法 人 名

案 件 番 号 5

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和７年度大気シミュレーション研究に係る研究支援協力員派遣業務

契 約 締 結 日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社インテック

公 開 見 積 競 争 経 緯



機密性１

公告 令和7年2月12日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年2月19日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

　※×の場合は③-2も回答。

具体的な確認事項

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

一者見積に対する今後の改善措置について

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

特例随意契約事案フォローアップ票

国立研究開発法人国立環境研究所法 人 名

案 件 番 号 6

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度統合型雨水流出・洪水氾濫解析ソフトウェア保守業務

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社江守情報

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。



機密性１

公告 令和7年2月21日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月3日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 7

公 開 見 積 競 争 経 緯

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 竹田理化工業株式会社

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度生体試料自動分注装置保守業務

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

チェック内容

　－

具体的な確認事項

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

特例随意契約事案フォローアップ票



機密性１

公告 令和7年2月21日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月3日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　※以下、（注）1 参照

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和７年度水生・底生生物の飼育・分譲業務及び生態毒性試験実施に
係る支援協力員派遣業務

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社インテック

案 件 番 号 8

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所



機密性１

公告 令和7年2月21日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月3日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 9

特例随意契約事案フォローアップ票

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 締 結 日

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和７年度生態毒性試験における化学物質の定量分析に係る研究支
援協力員派遣業務

令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社インテック

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容



機密性１

公告 令和7年2月21日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月3日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

WDB株式会社

法 人 名

令和７年度資源循環領域におけるマイクロプラスチック含有添加剤等測
定に係る研究支援協力員派遣業務

特例随意契約事案フォローアップ票

国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 10

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量

契 約 締 結 日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

公 開 見 積 競 争 経 緯

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

　※×の場合は③-2も回答。

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

令和7年4月1日



機密性１

公告 令和7年2月21日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月3日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

パーソルテンプスタッフ株式会社　研究開発つくばオフィス契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

国立研究開発法人国立環境研究所

11

公開見積競争（一者見積）

令和７年度資源循環領域におけるナノプラスチック球状粒子を用いた試
験研究に係る研究支援協力員派遣業務

令和7年4月1日

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名

案 件 番 号

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

契 約 の 件 名 及 び 数 量

契 約 締 結 日



機密性１

公告 令和7年2月21日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月3日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

具体的な確認事項

　－

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

国立研究開発法人国立環境研究所

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名

チェック内容

12

パーソルテンプスタッフ株式会社　研究開発つくばオフィス

案 件 番 号

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和７年度資源循環領域における環境試料中マイクロプラスチック測定
に係る研究支援協力員派遣業務

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

公 開 見 積 競 争 経 緯



機密性１

公告 令和7年2月21日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月3日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

公 開 見 積 競 争 経 緯

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

特例随意契約事案フォローアップ票

13

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和７年度アジア太平洋気候変動適応情報プラットフォーム（AP-
PLAT）の適応策データベースデータ拡充のための協力員派遣業務

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社インテック

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。



機密性１

公告 令和7年2月25日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月4日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 14

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

具体的な確認事項

公 開 見 積 競 争 経 緯

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度次世代シーケンサーMiSeq保守業務　一式

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 岩井化学薬品株式会社

チェック内容

　※以下、（注）1 参照

　－

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

特例随意契約事案フォローアップ票



機密性１

公告 令和7年2月25日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月4日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

公 開 見 積 競 争 経 緯

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

一者見積に対する今後の改善措置について

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社日立ハイテクフィールディング

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度走査型電子顕微鏡保守業務

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 15



機密性１

公告 令和7年2月27日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月6日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

一者見積に対する今後の改善措置について

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 16

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

特例随意契約事案フォローアップ票

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

契 約 の 件 名 及 び 数 量 エコチル調査パイロット調査青年期調査使用機材　１式　賃貸借

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

オリックス・レンテック株式会社

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容



機密性１

公告 令和7年2月27日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月6日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

具体的な確認事項

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

契約監視委員会のコメント等

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

株式会社インテック

案 件 番 号

令和7年4月1日

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所
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公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和7年度新規POPs含有廃棄物の適正管理に向けた化学分析に係る
支援要員派遣業務

契 約 締 結 日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等



機密性１

公告 令和7年2月27日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月6日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

チェック内容

具体的な確認事項

公 開 見 積 競 争 経 緯

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

一者見積に対する今後の改善措置について

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）
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公開見積競争（一者見積）

令和7年度森林生態系炭素収支モニタリングに係る研究支援協力員派
遣業務

令和7年4月1日

株式会社インテック

特例随意契約事案フォローアップ票

国立研究開発法人国立環境研究所法 人 名

案 件 番 号

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

契 約 の 件 名 及 び 数 量

契 約 締 結 日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等



機密性１

公告 令和7年2月27日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月6日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）
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特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名

案 件 番 号

チェック内容

公開見積競争（一者見積）
公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和７年度生活環境動植物に対する生態リスク評価に係る支援協力員
派遣業務

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 WDB株式会社

公 開 見 積 競 争 経 緯

国立研究開発法人国立環境研究所



機密性１

公告 令和7年2月27日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月6日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

チェック内容

具体的な確認事項

　－

契約監視委員会のコメント等

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

特例随意契約事案フォローアップ票

公開見積競争（一者見積）

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 20

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度廃棄物関連試料の環境分析に係る支援協力員派遣業務

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 WDB株式会社

公 開 見 積 競 争 経 緯

　※×の場合は③-2も回答。



機密性１

公告 令和7年2月27日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月6日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 21

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和7年度衛星観測に関する事業におけるサーバ・PC端末等の管理運
用に係る研究支援協力員派遣業務

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

公 開 見 積 競 争 経 緯

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社インテック

チェック内容



機密性１

公告 令和7年2月27日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月6日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社インテック

公 開 見 積 競 争 経 緯

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和7年度全球大気環境解析・予測システム開発に係る研究支援協力
員派遣業務

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 22

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　※×の場合は③-2も回答。

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

特例随意契約事案フォローアップ票



機密性１

公告 令和7年2月28日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月7日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 みずほリサーチ＆テクノロジ-ズ株式会社

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

　－

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

案 件 番 号 23

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度AIM/Enduseに係るデータ整備業務一式

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

特例随意契約事案フォローアップ票



機密性１

公告 令和7年2月28日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月7日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　※以下、（注）1 参照

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　－

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

特例随意契約事案フォローアップ票

具体的な確認事項

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

株式会社イー・コンザル

案 件 番 号 24

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和7年度「地域間炭素排出・吸収モデルICERによる開発補助」業務一
式

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容



機密性１

公告 令和7年2月28日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月7日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

○

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

－

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者に対する公開見積競争への不参加理由についてのアンケート結果及び応募事業者に対する調達情
報の入手方法に関するアンケート結果の分析等に取り組みながら、引き続き一者見積改善の方策について検討を行う
こと。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　引き続き、アンケート結果を今後の取組検討の参考にしつつ、一者見積改善の方策について検討を行う。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

公開見積競争（複数者見積）

令和7年度「森林由来CO2吸収量算定」業務一式

令和7年4月1日

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
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特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

契 約 の 件 名 及 び 数 量

契 約 締 結 日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

チェック内容

　※以下、（注）1 参照

公 開 見 積 競 争 経 緯

具体的な確認事項



機密性１

公告 令和7年2月28日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月7日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

本案件を審議した契約監視委員会の委員

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

チェック内容

令和７年度野生動物感染症に関する検査に関する派遣業務契 約 の 件 名 及 び 数 量

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社インテック

公 開 見 積 競 争 経 緯

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　－

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

国立研究開発法人国立環境研究所
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公開見積競争（一者見積）

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名

案 件 番 号

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）



機密性１

公告 令和7年2月28日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月7日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社インテック

公 開 見 積 競 争 経 緯

令和７年度野生動物等の環境影響評価研究等の支援に関する派遣業
務

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 27

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）



機密性１

公告 令和7年2月28日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月7日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 28

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度エコチル調査実験等協力員派遣業務

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社エンテックス

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年2月28日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月7日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 29

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和7年度「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」にお
ける生体試料中化学物質測定に係る実験補助員派遣業務

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社エンテックス

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年2月28日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月7日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

案 件 番 号 30

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度魚類試験に係る実験及び化学分析補助協力員派遣業務

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 パーソルテンプスタッフ株式会社　研究開発つくばオフィス

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年3月3日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月10日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和7年度エコチル調査における固定データ提供サイト及び掲示板サイ
トの運用保守業務

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 富士テレコム株式会社

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 31

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。



機密性１

公告 令和7年3月4日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月11日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

○

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

－

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社イー・コンザル

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 32

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（複数者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和7年度福島県奥会津地域における社会的インパクト評価の実施支
援業務

　仕様書受理者に対する公開見積競争への不参加理由についてのアンケート結果及び応募事業者に対する調達情
報の入手方法に関するアンケート結果の分析等に取り組みながら、引き続き一者見積改善の方策について検討を行う
こと。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　引き続き、アンケート結果を今後の取組検討の参考にしつつ、一者見積改善の方策について検討を行う。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等



機密性１

公告 令和7年3月6日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月13日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

案 件 番 号 33

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度プラスチック条約に関するシンポジウムの開催支援業務

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社エックス都市研究所

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員



機密性１

公告 令和7年3月12日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年3月19日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 34

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和7年度障がい者と高校生の協働による高齢者のごみ出し支援にむ
けたネットワーク形成業務

契 約 締 結 日 令和7年4月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 特定非営利活動法人しんせい

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年4月8日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年4月15日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 35

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和7年度「環境展望台」システム等高度化に係る研究支援協力員派遣
業務

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

契 約 締 結 日 令和7年5月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社インテック

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年4月10日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年4月17日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

案 件 番 号 36

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和７年度日本の国家窒素インベントリ改訂に関する窒素収支算定及
びシナリオ開発業務

契 約 締 結 日 令和7年4月24日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年4月11日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年4月18日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和７年度地域における未来資源循環施設計画の策定支援ツールの
開発業務

契 約 締 結 日 令和7年4月25日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 一般社団法人環境情報科学センター

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 37

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。



機密性１

公告 令和7年4月11日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年4月18日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

契 約 締 結 日 令和7年4月25日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社エックス都市研究所

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 38

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度一般廃棄物の地域資源循環システムの分析業務

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等



機密性１

公告 令和7年4月16日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年4月23日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

案 件 番 号 39

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度東京都内における大気中メタン濃度の車載観測業務

契 約 締 結 日 令和7年5月1日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 クリマテック株式会社

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員



機密性１

公告 令和7年4月21日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年4月28日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 40

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和７年度　TSI社製静電分級器コントロールプラットフォーム1台　外1
台

契 約 締 結 日 令和7年5月8日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 東京ダイレック株式会社

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年4月24日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年5月2日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 41

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度　水温塩分計　2台

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

契 約 締 結 日 令和7年5月13日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社SeaBreath

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年5月12日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年5月19日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

案 件 番 号 42

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度地球―人間システム統合モデルの開発と運用に関する業務

契 約 締 結 日 令和7年5月26日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 日本電気株式会社

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年5月15日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年5月22日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和７年度複数化学物質等による生態有害性評価手法の検討に係る
支援協力員派遣業務

契 約 締 結 日 令和7年5月29日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 WDB株式会社

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 43

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。



機密性１

公告 令和7年5月15日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年5月22日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

契 約 締 結 日 令和7年5月29日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 WDB株式会社

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 44

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和７年度野生動物試料の凍結保存作業及び検疫作業に関する派遣
業務

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等



機密性１

公告 令和7年5月16日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年5月23日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

案 件 番 号 45

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和７年度ウズラ卵内投与試験法の開発に係る国内バリデーション試
験業務

契 約 締 結 日 令和7年6月11日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 一般財団法人残留農薬研究所

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員



機密性１

公告 令和7年5月27日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年6月3日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

○

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

－

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 46

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（複数者見積）

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和７年度首都圏周辺の高解像気象データの作成及び大気輸送計算
業務

契 約 締 結 日 令和7年6月10日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社数理計画

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

契約監視委員会のコメント等

　引き続き、公開見積競争の周知拡大等に取り組みながら、規程類に則った適正な調達手続きを行うこと。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　引き続き、公開見積競争の周知等に取り組みながら適正に調達手続きを行う。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年5月27日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年6月3日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 47

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和７年度GOSAT-GW衛星による二酸化窒素観測の検証支援業務

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

契 約 締 結 日 令和7年6月10日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 一般財団法人リモート・センシング技術センター

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年5月28日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年6月4日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

案 件 番 号 48

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和７年度「対流圏オゾンの全球化学輸送モデル計算と地上及び衛星
観測との比較解析」支援作業

契 約 締 結 日 令和7年6月11日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 日本エヌ・ユー・エス株式会社

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年6月3日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年6月10日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和7年度Webkis-Plusデータベース構造の改良及びデータ整備マニュ
アル等作成業務

契 約 締 結 日 令和7年6月17日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 ZOONO　松原　亜由美

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 49

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。



機密性１

公告 令和7年6月4日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年6月11日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

契 約 締 結 日 令和7年6月18日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 和研薬株式会社

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 50

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度全自動電気泳動システム　一式

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等



機密性１

公告 令和7年6月6日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年6月13日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

案 件 番 号 51

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度　分析天びん用分注ユニット　一式

契 約 締 結 日 令和7年6月20日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 ヤマト科学商事株式会社

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員



機密性１

公告 令和7年6月11日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年6月18日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 52

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和７年度化学物質による生活環境動植物（鳥類、野生ハナバチ、水
生生物）に対する有害性評価及びばく露評価に係る支援協力員派遣業
務

契 約 締 結 日 令和7年6月25日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 パーソルテンプスタッフ株式会社　研究開発つくばオフィス

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年6月23日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年6月30日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 53

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度包括的窒素管理のためのロジックモデル作成業務

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

契 約 締 結 日 令和7年7月7日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社図解総研

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年7月9日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年7月16日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

案 件 番 号 54

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度都道府県版3EID作成業務

契 約 締 結 日 令和7年7月24日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年7月16日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年7月24日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

○

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

－

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和７年度気候変動適応策実践先進地域の成功要因に関するパター
ン集作成業務

契 約 締 結 日 令和7年7月31日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社URBANWORKS

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 55

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（複数者見積）

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者に対する公開見積競争への不参加理由についてのアンケート結果及び応募事業者に対する調達情
報の入手方法に関するアンケート結果の分析等に取り組みながら、引き続き一者見積改善の方策について検討を行う
こと。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　引き続き、アンケート結果を今後の取組検討の参考にしつつ、一者見積改善の方策について検討を行う。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。



機密性１

公告 令和7年7月25日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年8月1日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

契 約 締 結 日 令和7年8月8日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社アールデック

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 56

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和７年度大気チャンバー真空排気機器保守業務

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等



機密性１

公告 令和7年7月28日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年8月4日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

案 件 番 号 57

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度　化学気候モデル運用のためのデータストレージディスク

契 約 締 結 日 令和7年8月12日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 ヤトロ電子株式会社

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員



機密性１

公告 令和7年7月29日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年8月5日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

○

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

－

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 58

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（複数者見積）

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度 暑熱ストレス指標算出処理高速化業務

契 約 締 結 日 令和7年8月13日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社NTTデータ数理システム

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

契約監視委員会のコメント等

　引き続き、公開見積競争の周知拡大等に取り組みながら、規程類に則った適正な調達手続きを行うこと。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　引き続き、公開見積競争の周知等に取り組みながら適正に調達手続きを行う。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年7月31日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年8月7日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 59

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和7年度下水汚泥焼却灰からのリン資源抽出技術の環境・経済評価
支援業務

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

契 約 締 結 日 令和7年8月15日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年8月4日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年8月12日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

案 件 番 号 60

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和７年度 島津製作所社製DTG-60型示差熱・熱重量同時測定装置 １
式

契 約 締 結 日 令和7年8月19日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 竹田理化工業株式会社

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年8月4日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年8月12日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和7年度乳歯保存チューブ・乳歯包埋ブロック保管用自動保管庫保守
業務

契 約 締 結 日 令和7年8月19日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 竹田理化工業株式会社

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 61

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。



機密性１

公告 令和7年8月8日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年8月15日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

契 約 締 結 日 令和7年8月22日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 日本海工株式会社

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 62

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和7年度閉鎖性海域における水環境の気候変動影響監視・適応支援
システムの開発・現場実証試験業務

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等



機密性１

公告 令和7年8月15日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年8月22日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

案 件 番 号 63

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度エコチル調査住所履歴データベース作成業務

契 約 締 結 日 令和7年8月29日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社パスコ　中央事業部

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員



機密性１

公告 令和7年8月19日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年8月26日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 64

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契 約 の 件 名 及 び 数 量
令和7年度 地方創生事業に適応の視点を組み込んだ先進事例に関す
る資料作成業務

契 約 締 結 日 令和7年9月2日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 blue and tech株式会社

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年8月25日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年9月1日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 65

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度リアルタイム濁水動態観測・予測技術の開発支援業務

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

契 約 締 結 日 令和7年9月8日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 日本ミクニヤ株式会社

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年9月3日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年9月11日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

案 件 番 号 66

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度小型リチウムイオン電池圧壊試験業務

契 約 締 結 日 令和7年9月19日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 NTTアノードエナジー株式会社

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。



機密性１

公告 令和7年9月8日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年9月17日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度鉱山ポリゴン推定用の機械学習モデルの開発

契 約 締 結 日 令和7年9月25日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社パスコ　中央事業部

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 67

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。



機密性１

公告 令和7年9月9日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年9月16日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

契 約 締 結 日 令和7年9月26日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 株式会社三洋

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

案 件 番 号 68

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和7年度　スクラバードラフトチャンバー　一式

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等



機密性１

公告 令和7年9月11日

提案書等〆切 －

本見積〆切 令和7年9月19日

項目 確認

①関係法人以外との契約であるか。 ○

②公開見積競争以外の場合におけ
る見積り合わせ。

－

③-1 参考見積の参加者が一者でな
いか。

×

③-2 参考見積の参加者が一者であ
る場合の価格交渉

○

④研究開発に直接関係しているか。 ○

⑤公表しているか ○

（契約監視委員会のコメント）

（注）２．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

特例随意契約事案フォローアップ票

法 人 名 国立研究開発法人国立環境研究所

公 開 見 積 競 争 経 緯

チェック内容

具体的な確認事項

　※以下、（注）1 参照

　公開見積競争を原則とし、これにより難い場合は見積り合わせを実
施しているか。

　※×の場合は③-2も回答。

　公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、
価格交渉を実施しているか。

　研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又
は役務の提供契約であるか。

　－

案 件 番 号 69

公 開 見 積 競 争 か 否 か の 別
（ 一 者 見 積 か 否 か の 別 ）

公開見積競争（一者見積）

契 約 の 件 名 及 び 数 量 令和７年度災害により生じるコンクリート殻の利活用に関する事

契 約 締 結 日 令和7年9月29日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等 応用地質株式会社茨城営業所

川澤 良子、小田部 典子、西山 温、古米 弘明、矢野 奈保子（五十音順）

（注）１．関係法人とは、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22 年12 月7 日閣議決定）に基づいて、取引等の状況を情報公開すること
　　　　　とされている次の①及び②のいずれにも該当するものをいう。

　　　　　① 特例随契を行う国研法人の役員経験者が再就職している又は同法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。なお、
　　　　　　　「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどによ
　　　　　　　り影響力を与え得ると認められる者を含む。
　　　　　② 特例随契を行う国研法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めている。

　特例随契を導入したことによる効果は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103 号）第35 条の6 第3 項の規定に
基づき作成する自己評価書に記載する。
　令和3年6月18日第21回契約監視委員会において「国立研究開発法人の調達にかかる事務について（令和3年2月26
日内閣総理大臣、総務大臣決定）」の２（１）及び（２）に基づいて特例随意契約の実施が承認されている。

一者見積に対する今後の改善措置について

一者見積の改善については、公告期間の十分な確保、業務内容の更なる明確化、公告のHP掲載場所の拡大等、調
達等合理化計画の一者応札・応募の改善策を踏襲し取組みつつ、原因を分析するなど引き続き対応・検討する。

契約監視委員会のコメント等

　仕様書受理者数を増やすため、公開見積競争の周知拡大と一者見積となった原因の分析等を行うことにより、更な
る一者見積改善の方策について検討を行うこと。
　特に、履行が見込まれる者の事前把握に努めるとともに、応募事業者に対する調達情報の入手方法に関するアン
ケート結果の分析等に取り組みながら、可能な限り複数者の参加を促す必要がある。

（契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

　アンケート結果も参考に公開見積競争の周知拡大に一層取り組むとともに、更なる一者見積改善の方策について検
討を行う。また、履行が見込まれる者の事前把握により、可能な限り複数者の参加の促進に努める。

本案件を審議した契約監視委員会の委員


	FU票

